
2011年６月及び2012年１月に行われた国の土壌調査では、東京電力福島第一原子力
発電所から100km圏内及びその圏外の福島県西部の土壌試料が採取されました。
本調査で確認されたプルトニウム238、239+240の沈着量は、１か所で検出された
プルトニウム238の沈着量の値を除き、いずれの箇所においても、事故前の1999 ～
2009年度までの全国で観測されたプルトニウム238、239+240の測定値の範囲（過去
の大気圏内核実験の影響による範囲）に入るレベルでした（上巻P188「核実験フォー
ルアウトの影響（日本）」）。
また、本調査で事故前に観測されたプルトニウム238の沈着量の最大値を超えた１か
所のプルトニウム238の沈着量は、事故前のプルトニウム238の沈着量の最大値の1.4倍
程度でした。なお、検出されたプルトニウムが原子力発電所事故由来のものかどうかを
判断するために、プルトニウム238とプルトニウム239+240の沈着量の比率を、1999
～ 2009年度までの11年間の全国で観測されたプルトニウム238とプルトニウム239＋
240の沈着量の比率と比較しています。その結果、東京電力福島第一原子力発電所の事
故由来の可能性が高いと考えられる箇所は、マップ上において○で記載してあります。
ストロンチウム90については検出されたものの、東京電力福島第一原子力発電所の事
故前の1999 ～ 2009年度の全国調査の観測値と比較したところ、いずれの調査箇所で
も過去の大気圏内核実験の影響による範囲内にありました。また、多くの調査箇所にお
けるストロンチウム90の沈着量は、セシウム137の沈着量の1,000分の１程度であるこ
とが確認されましたが、ごくまれにストロンチウム90の沈着量がセシウム137の沈着量
の10分の１程度まで変動している場合があることが確認されています。
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